
別紙第１

１　募集内容

採用予定庁

職　　　　　種 事務補助員（産休代替職員）

人　　　　　員

職務内容 事務補助

応募資格 高校卒業程度以上、年齢及び性別不問

２　日程等

第１次試験合格者発表

試験会場

３　応募手続

第２次試験日（口述試
験）

（筆記試験合格者のみ）

採用予定期間等

給与等
（令和７年４月１日現
在）

令和８年５月１１日(月)～令和８年８月１４日(金)
※採用予定期間後も、別途選考をした上で、育休代替職員として一定期間勤務が継続する可能性がある（この
場合、仕事の内容は産休代替職員と同様の仕事内容、給与・勤務時間は正規職員と同一の法規適用）。

福岡家庭裁判所（福岡市中央区六本松４－２－４）

引き続き、育休代替職員として任用された場合の給与について
※給与支給額（諸手当除く。）　月額２１１，４６４円～２８９，７６４円（職務経験等により決定）
※諸手当（通勤手当、住居手当、扶養手当等）あり
　（採用が月途中の場合、当該月の通勤手当、住居手当、扶養手当の支給はありません。）

令和８年３月２５日（水）午後（出頭時刻は第１次試験合格発表時に通知します。）
※口述試験の中で、採用しようとする官職の職務の内容に照らして過去の経歴が有用か否かの判定も行いま
す。
※面接の順番によっては、面接開始まで長時間お待ちいただくことがあります。

日給９，９８２円～１１，５６３円
※通勤手当相当額は、月額１５万円を上限

試験終了後速やかに

第１次試験日
（筆記試験）

※勤務時間：８時３０分～１７時００分、８時４５分～１７時１５分、９時００分～１７時３０分のいずれかで本人の希
望による。
※職員の産前産後休暇期間の変更に伴い、雇用期間を変更することがある。

令和８年３月２５日（水）９：３０～１０：３０（集合時刻９：１０）

作文

※　その他、不明な点がありましたら、申込先にお尋ねください。

申 込 先
〒810-8652　福岡市中央区六本松４－２－４　　福岡家庭裁判所事務局総務課人事第一係

（電話092-981-9650 内線4514）

受付期間
 令和８年２月２０日（金）から令和８年３月１０日（火）午後５時まで
（ただし、応募者多数の場合は、締切日前に募集を打ち切ることがあります。）

（１）受験の申し込みは、下記の申込先に事前に電話連絡した後、申込先へ（２）の応募書類を郵送して行う。
（２）応募書類
　※以下の書類を「業務代替職員選考」と朱書した封筒に入れて、簡易書留郵便で申込先に郵送する。

　・履歴書１通（市販の履歴書用紙に所要事項を記入したもの。）
　※連絡先の電話番号を明記の上、３か月以内に撮影した写真（縦４cm×横３cm程度）を貼付

　・返信用封筒１通（受験票の送付に使用します。）
　※住所・氏名を記載してください。
　※返信用封筒のサイズは長形３号（郵便切手の貼付不要）

送付方法及び書類

募　　　集　　　

福岡家庭裁判所

福岡家庭裁判所

１人


